＜令和7年4月　改定＞
介護老人福祉施設サービス重要事項説明書
１　事業者
	事業者の名称
	もとす広域連合

	所　 在　 地
	岐阜県本巣市下真桑１０００番地

	法人の種別
	地方公共団体（広域連合）

	代表者氏名
	もとす広域連合長　　藤原　勉

	電話番号
	（０５８）３２０―２２６６



２　利用施設
	施設の名称
	もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホーム

	施設の所在地
	岐阜県本巣市曽井中島１１５６―４

	代表者氏名
	園長　大塚　修

	電話番号
	（０５８１）３４―２５５５

	FAX番号
	（０５８１）３４―３２４９



３　利用施設で実施する事業
	事　　業　　の　　種　　類
	岐阜県知事の事業者指定
	利用
定員

	
	指定年月日
	指定番号
	

	施設
	介護老人福祉施設
	平成13年4月1日
	岐阜県2170700435号
	８０人

	
	地域密着型介護老人福祉施設
	平成11年4月1日
	岐阜県2193400070号
	１６人

	居宅
	短期入所生活介護
	平成17年4月1日
	岐阜県2170700435号
	２０人

	
	介護予防短期入所生活介護
	平成17年4月1日
	岐阜県2170700435号
	

	
	通所介護
	平成17年4月1日
	岐阜県2170700427号
	５４人

	
	総合事業(通所型)
	平成30年4月1日
	岐阜県2170700427号
	

	
	認知症対応型通所介護
	平成17年4月1日
	岐阜県2170700427号
	２４人

	
	介護予防認知症対応型通所介護
	平成18年4月1日
	岐阜県2170700427号
	

	
	特定施設入居者生活介護
	令和7年4月1日
	岐阜県2173400611号
	３０人

	
	介護予防特定施設入居者生活介護
	令和7年4月1日
	岐阜県2173400611号
	

	　　　居宅介護支援事業所
	平成18年6月1日
	岐阜県2173400249号
	








４　サービスの目的と運営方針
	サービスの目的
	　入所生活介護計画に基づき、日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を過ごしていただきます。

	施設運営の方針
	　利用者の個性・人権を尊重し、状況・状態にあったきめ細かく質の高い介護サービスを提供し、自立への支援と在宅介護者の負担軽減に努めます。また、管内における中核施設として、公の果たす役割を認識し、モデル的なサービス提供に不可欠となる職員の意識改革や資質向上にも努めます。



５　施設の概要
（１）敷地及び建物
	敷　　　　地
	１２，４２６．５４㎡
	

	建　物
	構　　　造
	鉄筋コンクリート造
	一部2階建て

	
	述べ床面積
	４，８１５．７４㎡
	※改修部分除く

	
	利 用 定 員
	８０人
	



（２）居室
	居室の種類
	室数
	面積
	１人あたり面積
	備　　考

	１人部屋
	３０
	４２８．６６㎡
	１３．４０㎡
	

	２人部屋
	２
	４８．００㎡
	１２．００㎡
	

	４人部屋
	２０
	７２０．００㎡
	９．００㎡
	

	静養室
	２
	２６．８０㎡
	１３．４０㎡
	



（３）その他の主な設備
	設備の種類
	室数
	面　　積
	１人あたり面積
	備　　考

	食　　　堂
	２
	５９５．２８㎡
	５．１３㎡
	

	機能訓練室
	１
	　４７．４０㎡
	０．４７㎡
	

	一般浴室
	１
	　５４．００㎡
	
	

	機械浴室
	２
	１２４．８０㎡
	
	共用（車椅子浴室、順送浴室）

	医務室
	１
	２０．００㎡
	
	

	デイホール
	４
	２０６．００㎡
	
	





６　職員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　令和７年４月１日現在
	従業者の種類
	人数
	区　　　分
	常勤換算後の人員
	備考

	
	
	常　勤
	非常勤
	
	

	
	
	専
	兼
	専
	兼
	
	

	園　　長
	1
	
	1
	
	
	1.0
	

	生活相談員
	1
	1
	
	
	
	1.0
	

	介護支援専門員
	1
	
	1
	
	0.7
	1.0
	1.7

	看護職員
	6
	3
	
	2
	１
	5.0
	

	機能訓練指導員
	1
	
	1
	
	
	1.0
	

	介護職員
	43
	17
	7
	13
	5
	37.1
	

	医師
	1
	
	
	1
	
	0.1
	

	栄養士
	1
	1
	
	
	
	1.0
	

	調理員
	11
	
	11
	
	
	―
	

	事務員
	4
	
	3
	
	1
	―
	

	　（特別養護老人ホーム80床、ショートステイ20床）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７　職員勤務体制
	従事者の職種
	勤　務　体　制
	休　　日

	園長
	８：３０～１７：１５
	土曜日、日曜日、祝祭日・年末年始

	介護支援専門員
生活相談員
介護職員
	６：００～１４：４５

　　以下、１５分ごとに設定

　 １３：３０～２２：１５
１６：４５～翌９：４５
２２：１５～翌７：００
	月10日程度（曜日指定なし）

	看護職員
機能訓練指導員
	８：００～１６：４５
８：３０～１７：１５
９：１５～１８：００
	月10日程度（曜日指定なし）

	医師
	往診：１４：００～１６：００（毎週月曜日、木曜日）

	栄養士
	７：３０～１６：１５
８：３０～１７：１５
９：００～１７；４５
	土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始

	調理員
	５：００～１３：４５

以下、１５分ごとに設定

１０：３０～１９：１５
	

月10日程度（曜日指定なし）



	事務員
	８：３０～１７：１５
	土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始



８　施設サービスの概要
　（１）介護保険給付サービス
	種類
	内　　　　　容

	食事
	・管理栄養士により利用者の年齢、心身の状況によって、適切な栄養量及び　内容の食事を栄養管理し、提供いたします。
・食堂等の食事の「場（環境）」も、心身の状況と自立支援に配慮して提供します。
・保温、保冷設備により、適温の食事を衛生的に管理し、提供します。
・個人の「嗜好」のニーズに的確に対応し、特別メニュー等、多様にとりそろえて提供します。
（食事時間）朝　食　　　　　　　７：００～　９：００（随時対応）
　　　　　　昼　食　　　　　　１２：００～１４：００（随時対応）
　　　　　　おやつ（水分補給）１０：００、１５：００
            夕　食　　　　　　１７：００～１９：００（随時対応）
※　食事は、介護保険対象ではありませんので自己負担となります。

	排泄
	・利用者個々の身体状況に応じて、適切な排泄介助を行い、排泄の自立に向けて援助を行います。
・おむつを使用されている方につきましては、随時交換を行います。

	入浴
	・週２回以上の入浴又は清拭を行います。
・寝たきり等で座位の確保が出来ない方につきましては、機械（設備）を利用し、安全で快適な入浴を提供します。

	離床
	・寝たきり防止のため、適切な離床が行われるように援助を行います。

	清潔
	・シーツ交換は、週１回実施します。

	機能訓練
	・機能訓練指導員による入所者の状況に適合した機能訓練を行います。

	健康管理
	・利用者が自立し、かつ快適な生活を営むための健康管理を行います。
・感染症対策のための環境衛生の整備に心掛けます。
・感染症のある方、経管栄養の方等はご相談ください。
・嘱託医師により、週２回診察日を設けて健康管理に努めます。
　また、症状や本人の希望により看護職員が必要と判断した場合には、
診療日以外でも嘱託医又は協力医療機関等に責任を持って引き継ぎま
す。
・嘱託医と連携し看取りまでを行っています。
・看護職員が体調管理、服薬管理を行います。
（当施設の嘱託医師）
　　　　　氏　名　　國　枝　武　美
　　　　　診療科　　内　科
　　　　　診療日　　毎週月・木曜日及び緊急時




（２）介護保険給付外サービス
	種　　類
	内　　　　容

	食事の提供
	・管理栄養士による食材の検収により、新鮮でバランスのとれた食材にて食事提供を行います。

	理髪・整容
	・外部理容事業者への依頼代行を行いますが実費の負担をお願いします。




９　利用料金
（１）介護保険の給付対象になるサービス
	区　　分
	利　用　料

	サービス費
	介護報酬の告示上の額　介護保険負担割合証の負担割合に応じて厚生労働省が定める単位の９０％もしくは８０％または７０％

	自己負担分
	介護報酬の告示上の額　介護保険負担割合証の負担割合に応じて厚生労働省が定める単位の１０％もしくは２０％または３０％




（２）介護保険の対象とならないサービス
	食費
	１，４４５円／日〈おやつ代含む〉

	居住費
	多床室　　　　　９１５円／日

	
	従来型個室　１，２３１円／日

	居室におけるテレビの利用に要する費用
	施設が用意し、貸し出しを行ったとき　１００円／日
利用者が持込みをしたとき　　　　　　　５０円／日

	老人互助会費
	１００円／月

	家族会費
	２００円／月

	預り金管理料
	入園者様の所有物及び現金は、原則として入園者様又はその家族様が管理することとなりますが、管理することが困難な場合は、当園が入所者様の現金、通帳を預り管理することができます。詳細はもとす広域連合老人福祉施設大和園入園者預り金等管理規程と下記のとおりです。					
○管理する金銭形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金
○お預かりするもの：上記預金通帳と金融機関へ届出た印鑑、その他の預貯金通帳、印鑑、現金、有価証券、年金証書等
○保管管理者：園長					
○利用料金：　１，５００円／月

	ｴﾝｾﾞﾙｹｱ（死亡処置費用）
	施設での死亡確認後、清拭・衛生処置・着替え・化粧等
〇エンゼルケア料金：１０，０００円


· 一律に支給するもの以外は、実費の負担をお願いします。
· テレビの持込みを希望される方は、テレビの運搬及び設置を本人またはその家族等にてお願いします。
※　テレビの持込みをされた場合は、通常使用する範囲においての故障は責任を負いかねま
すのでご承知ください。
· 食費・居住費は、所得に応じて減額の措置がされる場合があります。

（３）利用料金の支払い
	もとす広域連合と提携している各金融機関（農協・郵便局・銀行等）に口座をお持ちで、口座振替依頼書を提出していただければ、当月の利用料を翌月の納期限までに口座振替にてご入金していただけます。なお、口座振替日の前に利用明細書をご自宅へ送付しますので、金額等をご確認ください。また、口座振替をご希望されない場合には、納付書をご自宅に送付いたしますので、納付書をご持参のうえ提携金融機関にてお支払いください。












１０　苦情相談の受付について
	当施設苦情
相談窓口
	窓口担当者
	生活相談員　　小川　由美

	
	利用時間
	８：３０～１７：１５　※緊急時を除く

	
	利用方法
	電話　　面接　　訪問

	苦情処理の体制及び手順
　　①苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を
　　　実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行います。
　　②相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討し、対応を決定します。
　　③必要に応じて連絡調整を行い、利用者へは結果報告を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



苦情相談申立機関
	当施設苦情
相談室
	住　　　所
	岐阜県本巣市曽井中島１１５６番地４

	
	利用時間
	８：３０～１７：１５　　　※緊急時を除く

	
	担　　　当
	大和園（０５８１－３４－２５５５）
園長補佐　松井康浩

	
もとす広域連合

	住　　　所
	岐阜県本巣市下真桑１０００番地

	
	利用時間
	８：３０～１７：１５　　　※緊急時を除く

	
	担　　　当
	介護保険課（０５８-３２０-２２２０）



１１　虐待の防止について
事業所は利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。

1 虐待防止に関する担当者を選定しています。　
　　虐待防止に関する担当者　　　　生活相談員　　小川由美
②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知
を図っています。
③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知
を図っています。
④職員に対する虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
⑤サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（養護している家族・親族・同居人等）によ
る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村、地域包括支
援センター等に通報します。




１２　身体拘束の防止について
サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（身体拘束等）を行ないません。

1 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとします。
2 緊急止むを得ず身体拘束を行った場合には、当該利用者及び家族に説明する事とします。
3 身体的拘束等の適性化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図っています。
4 身体的拘束の適性化の為の指針を整備しています。
5 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適性化のための研修を定期的に実施しています。

１３　協力医療機関
	医療機関の名称
	医療法人　　誠広会　　平野総合病院

	院長名
	高　田　信　幸

	所在地
	岐阜市黒野１７６－５

	電話番号
	０５８－２３９－２３２４（代表）

	FAX番号
	０５８－２３４－１８３０

	診療科
	内科　循環器科　呼吸器科　消化器科　外科　脳神経科　皮膚科

	入院設備
	入院定員　　２０１床

	緊急指定の有無
	有

	契約の有無
	有






１４　非常災害時の対策
	非常時の対応
	別途定める「大和園消防計画」に基づきます。

	非常時の訓練等
	別途定める「大和園消防計画」に基づき年２回避難訓練を、実施します。

	消防計画書
	消防署への届出日：令和７年４月１日

	防火管理者
	國井　弘光

	防災設備
	スプリンクラー
消火器・屋内消火栓
避難誘導灯
自動火災報知機
ガス漏れ報知機
	漏電火災報知機
防火戸
防火シャッター
非常警報設備
防火水槽

	
	カーテン・寝具類は防炎又は難炎性能のあるものを使用
その他法令に定めるもの


１５　当施設をご利用の際に留意いただく事項
	来園・面会
	・来園者は、面会時間を遵守し、必ずその都度面会簿にご記入ください。
　来園者が宿泊される場合には必ず許可を得てください。
　【面会時間】８：００～１９：００（緊急時間を除く）

	外出・外泊
	・外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てください。
・入院・外泊の場合、最大６日間（月末を挟む場合は最大１２日間）の外泊時費用が掛かります。

	嘱託医師以外の医療機関へ受診を希望する場合
	・大和園の嘱託医師以外の医師の受診を希望される場合は、事前に看護職員に申し出てください。

	居室・設備
器具の利用
	・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。

	喫煙・飲酒
	・喫煙は、必ず決められた場所でお願いします。
・飲酒は、他の入所者に迷惑にならない程度にとどめてください。

	迷惑行為等
	・騒音等ほかの入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。

	所持品
の管理
	・貴重品等は、極力持ち込まないようにしてください。
・所持品の管理が必要な方は、ご相談ください。

	宗教活動
政治活動
	・施設内での他の入所者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

	動物飼育
	・施設内へのペットの持ち込み及び飼育は固くお断りします。

	その他
	・ここに掲載される以外のことについても、多くの方が利用される施設ですので、常識的なマナー、エチケットを心掛けていただきます。


１６　その他
　利用料金の詳細については、別紙に記載しています。

当事業者は、サービス内容説明書及び本書に基づいて、介護老人福祉施設サービスの内容及び重要事項に関して、その説明を行いました。
令和　　年　　月　　日
	事　業　者
	住　　所
	岐阜県本巣市下真桑1000番地

	
	事業者名
	もとす広域連合

	
	連合長
	藤原　勉

	
	
	

	説　明　者
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	（本人自筆のこと）


私は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、介護老人福祉施設サービス内容及び重要事項の説明を受けました。
令和　　年　　月　　日
	利　用　者
	住　　所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	氏　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	

	利用者は署名が出来ないため、利用者の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって署名を代行いたします。

	利用者の署名代行者
	住所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	（署名代行者自筆のこと）

	
	利用者との続柄
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	


	
	

	身元引受人
	住所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	（身元引受人自筆のこと）

	
	利用者との続柄
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　








（備考）
この重要事項説明書の内容説明に基づき、契約を締結する場合には利用者及び事業者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双方が（署名）記名押印を行います。
サービス提供を行うに際しては、介護保険の給付を受ける利用者本人の意思に基づくものでなければならないことはいうまでもありません。
したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則です。
しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、手指の障害等の理由で単に文字が書けないなどといった場合は、ご本人の意思を確認したうえで署名代行者に署名代行することで差し支えないものと考えます。

